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 評価項目及び評価基準  

 

項目 

番号 
評 価 項 目 評 価 基 準 

  １ 法人の適格性 【配点２０点】 

(1) 法人の理念・姿勢 
法人の基本理念・経営理念（方針）が確立されているか。 

職員や利用者への周知が図られているか。 

(2) 運営実績・経験 
当該事業をはじめ介護保険法に基づくサービス事業において十分な

運営実績・経験を有しているか。 

(3) 

個人情報保護、職員の守秘義

務、その他法令等の遵守に関

する取組み（労働関係法令の

遵守を含む。） 

個人情報の保護や職員の守秘義務について必要な措置がとられ、個人

情報の適正な取扱いが期待できるか。 

介護保険法、労働関係法令をはじめとした各種法令等の遵守に関する

方針が確立されており、適正な運営が期待できるか。 

(4) 

利用者への情報提供・情報公

開並びに自己評価及び第三者

評価に関する考え方 

利用（申込）者が必要な情報を容易に収集できるよう情報提供や情報

公開に関する基本的な考え方や具体的な取組みがあるか。 

自己評価・外部評価について、その趣旨を理解し、サービスの改善及

び質の改善を図る意識はあるか。 

(5) 法人の経営状況・経営努力 

法人の経営状況が良好であり、当該施設の整備・運営に支障がないか。 

健全な経営状況の実現及び維持するための経営努力に関する考え方

や取組みがあるか。 

  ２ 事業に対する企画力 【配点２０点】 

(1) 事業所運営の基本的な考え方 
事業所運営の考え方や事業計画は、当市の高齢者の在宅生活を支える

ための質の高いサービス提供が期待できるか。 

(2) 
開設に当たって地域住民の理

解を得るための取組み 

事業所の開設に当たり、住民説明会を開催するなど地域住民の理解と

賛同を得るための具体的な取組みを行う計画があるか。 

(3) 独自提案 
施設設備や運営に限らず、先見性や独自性に富んだ創意工夫や考え方

など、他の事業所と比較した際に強みとなる提案があるか。 

(4) 資金計画の確実性 

建設等に必要な資金について、その調達方法など資金計画が確実であ

るか。 

また、借入金がある場合は償還が確実に履行される見込みがあるか。 

無理のない妥当な収支計画が立てられており、安定的な運営が見込ま

れるか。 

(5) 事業スケジュールの実現性 

用地の開発、造成及び建設にあたっての開発許可等、必要な許認可が

得られる見込みがあるか。 

令和９年３月３１日までのサービス提供開始が確実に見込めるか。事

業所開設までのスケジュールが無理なく実現できそうか。 
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  ３ 運営全般 【配点４０点】 

(1) 
事故防止への取組み及び事故

発生時の対応 

利用者の誤嚥や転倒など日常的な事故防止や事故発生時の対応、再発

防止のための対策などが具体的に計画されており、適切な対応又は指

導が期待できるか。 

(2) 苦情処理・解決体制 

苦情に迅速、かつ、適切に対応するための必要な措置が計画されてい

るか。また、苦情をサービスの質の向上に活かすための適切な取組み

が期待できるか。 

(3) 衛生管理体制 

事業所における日常的な衛生管理や食中毒及び感染症等の発生防止、

発生時の対応並びに再発防止のために必要な措置が具体的に計画さ

れており、適切な対応が期待できるか。 

事業継続のための具体的な取組みや計画があるか。 

(4) 非常災害対策 

火災や天災など非常災害時等の危機管理体制や利用者及び職員の避

難、救出の実施方法等、必要な措置が具体的に計画されており、適切

な対応が期待できるか。 

事業継続のための具体的な取組みや計画があるか。 

(5) 日常生活上の支援 

利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、利用者の心身

の状態や趣味・嗜好に応じた日常生活上の支援（例えば、食事、褥瘡、

入浴等への対応）が適切に行われるよう計画されているか。 

(6) 虐待防止に対する取組み 
虐待発生防止や再発を防止するために必要な措置が具体的に計画さ

れており、適切な対応が期待できるか。 

(7) 
住み慣れた地域での在宅生活

を支える取組方針 

地域密着型サービス事業者として、岩沼市民が住み慣れた地域で在宅

生活を継続するための具体的な取組方針があるか。 

(8) 主治の医師との連携体制 
看護サービスの提供に当たり、主治の医師との密接な連携を図るため

の具体的な方針があるか。 

(9) 家族等との連携体制 
利用者の家族等との連携（家族の意見、家族への情報提供等）に関す

る基本的な考え方や具体的な取組みがあるか。 

(10) 地域との連携に関する方針 

運営推進会議の構成員や会議の内容について、具体的な計画がある

か。また、同会議を事業所の運営に活かしていくための具体的な方針

があるか。 
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 ４ 職員体制及び関係機関との連携 【配点２０点】 

(1) 

職員の採用についての考え方

や配置計画、人材確保の取組

みなど 

職員の採用についての考え方や配置計画（配置人数、有資格者・経験

のある職員の配置など）、人材確保の取組みに対して具体的な計画が

あるか。 

(2) 

職員の育成・研修制度の内容

や職場の環境づくり、待遇に

関する取組み 

職員の意欲や満足度を高めるための職場の環境づくり、職員の待遇

（昇給・賞与の有無など）等に関する基本的な考え方や具体的な取組

みがあるか。 

職場内での研修や外部の研修を利用するなど、介護従業者をはじめと

する職員の資質の向上を図るための具体的な計画内容であるか。 

(3) 市民雇用の考え方 市民雇用について積極的な考えはあるか。 

(4) 認知症ケアに対する考え方 

認知症ケアに対する考え方が確立されており、職員が認知症に対する

正しい知識と理解を持って適切に介護が行われるよう計画されてい

るか。 

(5) 関係機関との連携体制 
他の介護保険事業所、医療機関及び行政との連携体制に関する基本的

な考え方や具体的な計画があるか。 

 


